
　●地区運動教室、サロンが利用
　　 できます

６５歳以上の人

市または地域包括支援センター、ケアマネージャーへ相談
　（原則として、利用者本人が窓口で手続きします）

相談

希望する介護サービス、利用者本人の状態から利用する事業をフローにより確認します

　　要介護（要支援）
　　認定を申請します

　　基本チェックリストを
　　受けます

　要介護
　１～５の人

　要支援
　１～２の人

　非該当
　の人

 生活機能の低下が
 見られた人
 ( 事業対象者 ）

 自立した生活
 が送れる人

居宅介護支援事業
所とケアプランを
作成します

地域包括支援セン
ター等と介護予防
ケアプランを作成
します

　　　臼杵市医師会地域包括支援センターコスモス
　　　へ連絡します

介護サービス
を利用できます

介護予防サービスを利用
できます
（通所リハ・福祉用具貸与等）

介護予防ケアマネジメントの実施
地域包括支援センター等が本人や家族と話し合い、

ケアプランを作成します

　●要介護認定で要支援１・２を認定を受けた方
　●基本チェックリストにより生活機能低下が見られた方

介護予防・日常生活支援サービス事業　が利用できます
・介護予防訪問介護（ヘルパー） ・ 介護予防通所介護（デイサービス）

・短期集中予防サービス事業（元気になる事業）

（６５歳以上の全ての方）
一般介護予防事業
が利用できます

※事業対象者になった後で、サービスを利用した後でも、要介護認定を申請することができます

総合事業サービスを利用するまでの流れ


